
いなべ市監査委員告示 第 ３ 号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づく定

期監査( 公立保育園 ）を実施したので、同条第９項の規定に基づき、その結果

報告を次のように公表する。 

 

令和２年２月２７日 

 

いなべ市監査委員 二 宮 敏 夫 

いなべ市監査委員 伊 藤 智 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平 成 ３ １ 年 度 

定 期 監 査 結 果 報 告 書 

（公立保育園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い な べ 市 監 査 委 員 

                        

 

 

 

 

 



い監査第 １７７ 号 

令和２年２月２６日 

 

 

 

いなべ市長 日沖 靖 様 

 

 

 

いなべ市監査委員 二宮 敏夫                                             

いなべ市監査委員 伊藤 智子 

 

 

 

平成３１年度 定期監査 (公立保育園) の結果報告について（報告） 

 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき、公立保育園の定監査を実施し

たので、同条第９項の規定により監査結果に関する報告書を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



定期監査結果報告書 

 

 

第１ 監査実施年月日及び監査対象 

 

実 施 年 月 日 対 象 保 育 園 担 当 部 局 

令和２年２月７日 

ふじわら保育園   ほくせい保育園 

治 田 保 育 園  員弁東保育園 

笠 間 保 育 園 

健康こども部 

保   育   課 

 

 

第２ 監査の概要  

１ 監査の種別 

  地方自治法第１９９条第５項の規定に基づく定期監査 

 

 

２ 監査の主眼 

   予算の執行が的確に行われ事務の執行や施設の管理が適正かつ効率的に

行 

われているかを主眼として、監査を実施した。 

 

 

第３ 監査の方法 

   各保育園長から提出された資料及び提示のあった関係諸帳簿等の監査及

び園舎の視察を実施した。 

 

 

第４ 監査の結果 

上記第３のとおり監査を実施した結果、保育園５園に係る事務の執行等

については、おおむね適正であり、関係諸帳簿等の管理もなされていた。

また、各保育園とも休暇取得にむけ改善に取り組んでいる。監査の過程に

おいて気付いた事務処理上の軽易な事項については、その都度口頭により

善処方を指示した。 

  

 



１ 保育園の状況（子ども・子育て支援法に基づく） 

                                (単位：人) 

保育園名 定員 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

ふじわら保育園 １４０ ０ １８ ２２ ３１ ３９ ３８ １４８ 

ほくせい保育園 １５０ ０ １４ ２２ ４２ ４６ ４３ １６７ 

治 田 保 育 園 ９０ １ ８ ５ １６ １６ １８ ６４ 

員弁東保育園 １５０ ０ ９ １２ ３６ ３６ ４２ １３５ 

笠 間 保 育 園 １５０ ０ １０ ２０ ３０ ２７ ２８ １１２ 

合  計 ６８０ １ ５９ ８１ １５５ １６４ １６６ ６２６ 

                 園児数は、平成３１年４月１日現在 

 

各保育園では、乳幼児保育、長時間保育、障がい児保育など個々に対応した

保育の充実に努めている。また、核家族化の進行により育児に不安を持つ親へ

の対応や行政との連絡調整に努めている。 

 

２ 指摘事項 

  特になし 

 

３ 所見 

ほくせい保育園では、国の規則では定員は増やしても良いとなっているが、

増員の中で障がい者や外国人といった要素が加わると全員一部屋で保育が難

しく廊下での保育や遊戯室の一角での保育がなされており緊迫した状態が見

受けられた。多くの課題を抱える保育環境であるが、担当部局には、更に保育

園と連携をとりつつ、安全で良行な保育の取り組みを望むものである。 

各保育園の施設の不具合は担当部局が善処しているが、今後も遊具の安全、

緊急時の対応策等については注意深く見守り、引き続き安全対策の充実を図ら

れたい。 

                              以上 

 


